
「第７回みんなでつくるクラフトフェア」出店者募集要項 
 

昨年度に引き続き、主に中丹地域で活動する工芸作家と地域の方が気軽にふれあえる機会を

提供し、身近な｢工芸｣に興味や関心を高めることで、地域文化の再発見を促し、工芸作家と地

域の方とを繋ぐことを目的にした「みんなでつくるクラフトフェア」を開催します。 

つきましては下記のとおりに出店者を募集いたしますので、ふるってご応募ください。 

 

記 

 

１.開 催 日 時  令和２年３月１５日（日）１０：００～１５：００ 

 

２.会    場  京都府中丹文化会館（京都府綾部市里町久田 21−20） 

 

３.主催／後援   (公財)京都府中丹文化事業団 ／ 綾部市 

 

４.募 集 内 容  ①【工芸作家のクラフトフェア】(ホワイエ／２０店舗程) 

主に中丹地域で工芸を生業とする工芸作家で展示・販売を行える方。 

②【あおぞら手づくり市場】（屋外スペース／５０店舗程） 

手作りした作品販売を行える方。 

③【あ お ぞ ら ラ ン チ 広 場】(屋外スペース／２０店舗程) 

手作りの食べ物、飲み物を来場者に販売できる方。 

          ④【工 芸 ワ ー ク シ ョ ッ プ】（中央公民館／５講座程） 

            ものづくりの一日体験教室を開講できる方。 

 

５.参 加 料   無  料（但し出店に伴う費用は各自ご負担ください。） 

 

６.募 集 期 間   11 月 23日(土)から 12 月 7日（土）まで。（定員になり次第受付は終了） 

 

７.応 募 方 法   申込用紙に必要事項をご記入のうえ、必ず作品・商品の写真を添えて、

郵送、FAX、メールのいずれかの方法でお申込みください。 (写真は返却

せずに広報等で使用させていただきますので予めご了承ください。) 
 

８.応 募 結 果     事業団が申請書に基づき審査し、決定後お返事します。（①メール②電話 

で①、②の優先順にお返事します。） 

 

８.連 絡 先  （公財）京都府中丹文化事業団 〒623-0005 京都府綾部市里町久田 21-20  

           TEL：(0773)42−7705  FAX：(0773)42-7783  メール:info@chutan.or.jp 

特設ＨＰ：http://info918492.wixsite.com/craft-fair 

 

９.そ の 他    雨天決行。荒天の場合は屋外イベントが中止になる場合があります。 

         中止・変更等は特設ＨＰにてお知らせいたします。 

 



募集要項（項目別） 

 

楽しいイベントになるようご協力いただける方を募集します。 

募集項目は４種類あります。各内容をお読みのうえ申込書をご提出下さい。 

 

 

 

 

 

 

  

 

【出店場所】京都府中丹文化会館 ホワイエ（ロビー） 

【ブ ー ス】２．５メートル × ２．５メートル程 

【募集規定】① 主に中丹地域で工芸を生業としていること。（プロの方対象。） 

      ② 自身が制作した作品であること。※輸入品や骨董品、絵画や書は対象外。 

【募集定員】２０店程度 

【備  考】① 机・椅子２脚程度までは貸し出し可能。（申込書に要記入） 

      ② 火気の使用は禁止。電気を使用する場合は使用電力を申込書に要記入。 

 

 

 

 

【出店場所】京都府中丹文化会館 屋外スペース（雨天決行・荒天中止） 

【ブ ー ス】２．５メートル × ２．５メートル程 

【募集規定】① 自身が制作した作品であること。（古着、古本、輸入品や骨董品等は対象外。） 

② ケーキやクッキー等の焼き菓子や、ジャム・佃煮・漬物・みそ等の加工食品 

の販売は、賞味期限や原材料等の必要事項を明記し、保健所の営業許可を受け 

ている場所で製造したものに限る。 

      ③ 机、椅子、テント等の必要なものを各自で持参できること。（お持ちでない方 

は応相談。出店申込書に要記入） 

      ④ 火気、電気、水道は使用不可。(電気のみ必要な場合は応相談) 

【募集定員】５０店程度 

 

①工芸作家の 

クラフトフェア 
 

主に工芸を生業(本
業)とされている方を

募集します。 

③あおぞら 

ランチ広場 
 

手づくりした食品・
飲物のみ販売できる 
方を募集します。 

②あおぞら 

手づくり市場 
 

手づくりの作品を販
売を出来る方を募集 
します。 

①「工芸作家のクラフトフェア」募集内容 

②「あおぞら手づくり市場」募集内容 

④工芸ワークショップ 

 

 

ものづくりの一日体
験教室を開講できる
方を募集します。 



 

 

【出店場所】京都府中丹文化会館 屋外スペース（雨天決行・荒天中止） 

【ブ ー ス】２．５メートル × ２．５メートル程（自動車販売はブースに限りがございます） 

【募集規定】① 自身が制作した食品、飲物であること。（卸売りは不可。） 

            ② 京都府の露店営業許可を持っていること。（許可書コピーを要提出。） 

            ③ ケーキやクッキー等の焼き菓子や、ジャム・佃煮・漬物・みそ等の加工食品の 

販売は、賞味期限や原材料等の必要事項を明記し、保健所の営業許可を受けて 

いる場所で製造したものに限る。 

      ④ 安全面や衛生面に十分気をつけて販売を出来ること。（安全管理、衛生管理に 

不備がある場合は出店を取り消す場合があります。） 

      ⑤ 机、椅子、テント等必要なものを各自で持参できること。（お持ちでない方は 

応相談。出店申込書に要記入。） 

      ⑥ 火気の使用はプロパンガスやカセットコンロ等に限定し、発電機・炭の使用や 

持込みは原則禁止とする。 

      ⑦ 消火器を持参できること。 

      ⑧ 電気・水道は会場設備を利用可能。（使用電力は申込書に正確に記入する事） 

【募集定員】２０店程度 

【備  考】火気を使用する場合は事前に消防署の講習を受けていただく可能性があります。 

 

 

 

【時  間】１回目 １０：００～１２：００  ２回目 １３：００～１５：００ ２回実施 

【会  場】綾部市中央公民館 中央ホール(予定) 

【募集規定】① 大人を対象にしたものづくりの体験できること。（食品は対象外） 

② ２時間程度で完成し、これを午前・午後実施できること。(窯焼き等が必要な 

場合は後日受講者に渡す。) 

      ③ 講座で使用する道具や材料を講師が用意し会場内でできること。 

      ④ 受講料が 1人あたり材料費(税込)で３,０００円程度で出来ること。（それ以上 

も可。応相談） 

      ⑤ 火気の使用は不可。机、椅子、電気、水道は会場設備を利用可能。(使用電力 

は申込書に正確に記入する事) 

【募集定員】５講座程 

【備  考】① 受講者の募集、受講料の集金等は事業団で行います。 

      ② 受講者が定員に達しない場合は相談のうえ開講しない場合があります。 

③ 実施中は作品展示や販売を許可します。 

③「あおぞらランチ広場」募集内容 

④「工芸ワークショップ」募集内容 



◆全体スケジュール 

令和２年３月１４日（土） １４：００  搬入① 

             １７：００  搬入④ 

令和２年３月１５日（日）  ８：３０  搬入①、②、③、④ 

              １０：００  開場 

              １５：００   終了 

              １７：００  搬出・片付け終了 

 

 

◆注意事項 

※ この事業の主旨に合わない場合はお断りさせていただきますので、ご了承ください。 

※ 当日に不適当と判断した行為があった場合は、出展・出場を中止する場合がございます。こ

れによって生じる損害は一切責任を負いません。 

※ 出展者の行為により事故や破損等が生じた場合は、一切責任を負いません。 

※ 各ブースの搬入・搬出・運営は、各出店者が責任をもって行ってください。 

※ 会場内では、決められた場所以外での展示・販売・体験はできません。 

※ 出店ブース内に机・椅子等を収めるように配置してください。 

※ 強風の際は看板等、危険と判断される物を設置出来ない場合があります。 

※ 出展決定後に辞退されることのないようにお願いします。 

※ 交通費・宿泊費等は各自で負担してください。 

※ 火気の取り扱いされる方は十分に注意をしてください。 

※ 衛生面、装飾やスタッフの健康、接客対応、行列の整理など安全管理に十分配慮ください。 

※ ゴミが出る場合は必ず、ゴミ箱をお客様に見やすい位置に設置してください。 

※ 宣伝・集客に積極的にご協力ください。 

 

 

   ( (公財)京都府中丹文化事業団 担当：谷口 

綾部市里町久田２１－２０ info@chutan.or.jp 

☎(0773)-42-7705 Fax(0773)-42-7783 

 ＨＰ：http://info918492.wixsite.com/craft-fair 

 

問い合わせ 

 

http://info918492.wixsite.com/craft-fair

